
  奨励金実績報告書の提出期日と振込日について 

 

実績報告書 

提 出 期 日 

第１期 第２期 第３期 第４期 

５月末日 

（２～5 月回収分） 

８月末日 

（6～8 月回収分） 

１１月末日 

（9～11 月回収分） 

２月末日 

（12～2 月回収分） 

奨励金振込日 各提出期日の翌月の末頃 

留 意 事 項 

 必ず期日までに提出して下さい。 
期日を過ぎた場合は次回の支払いになります。5 月、8 月、11 月、2 月

の明細証明書の手配が期日を過ぎる場合には、次回に合わせて報告してく

ださい。２月の回収分について、第４期に報告されなかった場合、翌年度

の第１期（５月末日まで）に報告されたときに限り受け付けます。それ以

降に提出された場合は支払いができませんのでご注意ください。 

 

●提出書類 

・大阪狭山市有価物回収実績報告書 １部 

・有価物回収明細証明書 
回収日もしくは回収月ごとに１部ずつ 

（回収業者の証明印が必要、コピー不可） 

 

●奨励金交付金額 

回収物１㎏につき、４円の奨励金を交付します。ただし、１００円未満の端数が生じた場合

は切り捨てとします。 

《計算例》・回収合計 13,060 ㎏の場合 

  13,060 ㎏ × ４円 ＝ 52,240 円 →  支払額 52,200 円  ※100 円未満切り捨て 

 

●登録事項変更届 

代表者や振込先金融機関など、当初の登録事項に変更が生じた場合は、登録事項変更届を必

ず提出してください。 

 

●その他の注意事項 

・実績報告書、回収明細証明書の計算が間違っているケースが見受けられます。提出前に必ず

一度検算した上で提出するようにしてください。 

・実績報告書に記載の団体名等が登録時の名称と相違していることがあります。団体名等は省

略をしないで、正確にご記入いただくようにお願いします。 

・有価物回収明細証明書は、回収業者による回収量の証明書類です。団体様が回収量を書き込

む行為は、奨励金の不正請求になる場合がありますので絶対にやめてください。 

 

お問い合わせ  市役所生活環境グループ  tel 366-0011 (内線)51５ 


